
１ 第197回国会概観

１ 会期及び活動等の概要

（召集・会期）

安倍内閣総理大臣は平成30年10月２

日、内閣改造を行い、第４次安倍改造内

閣が発足した。

第197回国会（臨時会）は、10月24日

に召集され、同日、参議院議場において

開会式が行われた。会期は、衆参両院の

本会議において、12月10日までの48日間

とする旨議決された。

（院の構成）

参議院では、召集日当日の本会議で議

席の指定が行われた後、10常任委員長（内

閣、総務、法務、外交防衛、財政金融、

厚生労働、農林水産、環境、決算、行政

監視）の辞任、13常任委員長の選挙（欠

員中の文教科学、国土交通、議院運営含

む）、７特別委員会（災害対策、沖縄・

北方、倫理選挙、拉致問題、ＯＤＡ、消

費者問題、震災復興）の設置等が行われ

た。

衆議院では、召集日当日の本会議で、

常任委員長の辞任及び選挙、９特別委員

会（災害対策、倫理選挙、沖縄北方、拉

致問題、消費者問題、科学技術、震災復

興、原子力、地方創生）の設置等が行わ

れた。

（平成三十年度補正予算）

召集日当日、大阪北部地震、平成30年

７月豪雨、平成30年台風第21号及び北海

道胆振東部地震などの一連の災害の被災

地の復旧・復興等への対応を主な内容と

する平成三十年度補正予算が衆議院に提

出された。

同補正予算は、衆議院では、11月２日

に予算委員会及び本会議でそれぞれ可決

され、参議院に送付された。

参議院では、11月５日から予算委員会

において質疑が行われ、同７日に同補正

予算を可決した。

11月７日の本会議においても、同補正

予算は可決され、成立した（衆参での審

査の概要は、後述２（１）参照）。

（所信表明演説等・質疑）

召集日当日、衆参両院の本会議で、安

倍内閣総理大臣の所信表明演説及び麻生

財務大臣の財政演説が行われ、これに対

する質疑（代表質問）が、衆議院で10月

29日及び30日、参議院で同30日及び31日

にそれぞれ行われた。

（出入国管理法改正案の採決をめぐる動

き）

会期末を12月10日（月）に控え、出入

国管理及び難民認定法及び法務省設置法

の一部を改正する法律案（閣法第１号）

の採決をめぐり、参議院では同８日（土）

に法務委員会、本会議が開会された。

12月６日（木）法務委員会において、

内閣総理大臣が出席して質疑を行った

後、休憩に入ったところ、休憩中に法務

委員長横山信一君解任決議案が提出され

たため、法務委員会は休憩のまま散会と

なった。翌７日（金）に本会議が開かれ、

法務委員長解任決議案を否決、農林水産

委員長堂故茂君解任決議案（同６日提出）

を否決し、本会議が休憩に入ったところ、

この間、法務大臣山下貴司君問責決議案



が提出された。午後７時31分に再開され

た本会議で法務大臣問責決議案を否決、

内閣総理大臣安倍晋三君問責決議案が提

出され、再び本会議は休憩となった。午

後10時11分に再開された本会議におい

て、内閣総理大臣問責決議案は否決され、

本会議は午後11時29分に延会となった。

同７日（金）に開会を予定していた法務

委員会は、会議を開くに至らなかった。

12月８日（土）、法務委員会は閣法第

１号につき、質疑を終局した後、討論を

行い、採決の結果、可決すべきものと決

定した。その後、午前１時21分に本会議

が開会され、８委員会14件の議了案件に

つき採決を行った後、緊急上程された閣

法第１号につき、討論を行い、採決の結

果、可決され、本会議は午前４時８分に

散会となった（衆参での出入国管理法改

正案（閣法第１号）の審査の概要は、後

述３（３）参照）。

２ 予算・決算

（１）平成三十年度補正予算

平成三十年度補正予算２案は、10月24

日、衆議院に提出された。

衆議院では、予算委員会において、10

月31日に趣旨説明を聴取し、翌11月１日

から質疑を行った。同２日に質疑を終局

した後、討論を行い、採決の結果、補正

予算２案を可決すべきものと決定した。

11月２日の本会議において、採決の結

果、補正予算２案は可決され、参議院に

送付された。

参議院では、予算委員会において、11

月５日に趣旨説明を聴取し、同日及び同

７日に総括質疑を行い、同７日に締めく

くり質疑を行った。同日に質疑を終局し

た後、討論を行い、採決の結果、補正予

算２案を可決すべきものと決定した。

11月７日の本会議において、採決の結

果、補正予算２案は可決され、成立した。

（２）平成二十九年度決算

平成二十九年度決算外２件は、平成30

年11月20日に提出された。

３ 法律案・条約・決議

（審議の概況）

内閣提出法律案は、今国会提出13件、

継続４件のうち、15件が成立した（成立

率88.2％）。

参議院議員提出法律案は、今国会提出

75件のうち、２件が成立した（成立率

2.7％）。

衆議院議員提出法律案は、今国会提出

13件、継続27件のうち、７件が成立した

（成立率17.5％）。

条約は、今国会提出３件の全てが成立

した（成立率100.0％）。

決議案は、今国会提出５件のうち、否

決４件、撤回１件でいずれも成立しなか

った。

（１）日欧ＥＰＡ、日欧ＳＰＡ

日本と欧州連合との間において経済上

の連携のための幅広い分野での枠組みを

設ける「経済上の連携に関する日本国と

欧州連合との間の協定の締結について承



認を求めるの件」（閣条第１号）並びに

日本と欧州連合及び欧州連合構成国との

間で、政治、安全保障、経済等の幅広い

分野における協力を促進する「日本国と

欧州連合及び欧州連合構成国との間の戦

略的パートナーシップ協定の締結につい

て承認を求めるの件」（閣条第２号）が、

11月６日、衆議院に提出された。

衆議院では、11月20日の本会議で両件

について趣旨説明を聴取し、質疑を行っ

た。その後、両件が付託された外務委員

会で、同21日に趣旨説明を聴取し、同28

日に質疑を行った。同日に質疑を終局し

た後、討論を行い、採決の結果、両件を

承認すべきものと決定した。

11月29日の本会議において、両件は、

討論の後、承認され、参議院に送付され

た。

参議院では、12月３日の本会議で趣旨

説明を聴取し、質疑を行った。その後、

両件が付託された外交防衛委員会で、同

４日に趣旨説明を聴取し、同日より質疑

を行った。同６日に質疑を終局した後、

討論を行い、採決の結果、両件を承認す

べきものと決定した。

12月８日の本会議において、両件は、

討論の後、承認され、国会の承認を得た。

（２）漁業法改正案

最近における漁業をめぐる諸情勢の変

化等に対応して、漁業生産力の発展を図

るため、漁獲割当ての実施等による水産

資源の保存及び管理のための制度の創

設、漁業の生産性の向上及び漁場の適切

かつ有効な活用を図るための漁業の許可

及び免許に係る要件等に関する規定の整

備等を内容とする「漁業法等の一部を改

正する等の法律案」（閣法第８号）が、

11月６日、衆議院に提出された。

衆議院では、11月15日の本会議で趣旨

説明を聴取し、質疑を行った。その後、

同法律案が付託された農林水産委員会

で、同21日に趣旨説明を聴取し、同22日

より質疑を行った。同28日に質疑を終局

した後、討論を行い、採決の結果、可決

すべきものと決定した。

11月29日の本会議において、同法律案

は、討論の後、可決され、参議院に送付

された。

参議院では、11月30日の本会議で趣旨

説明を聴取し、質疑を行った。その後、

同法律案が付託された農林水産委員会に

おいて、12月４日に趣旨説明を聴取し、

同日より質疑を行った。同７日に質疑を

終局した後、討論を行い、採決の結果、

同法律案は可決すべきものと決定した。

12月８日の本会議において、同法律案

は、討論の後、可決され、成立した。

（３）出入国管理法改正案

人材を確保することが困難な状況にあ

る産業上の分野に属する技能を有する外

国人の受入れを図るため、当該技能を有

する外国人に係る新たな在留資格に係る

制度を設ける等の措置を講ずるため「出

入国管理及び難民認定法及び法務省設置

法の一部を改正する法律案」（閣法第１

号）が、11月２日、衆議院に提出された。

衆議院では、11月13日の本会議で趣旨

説明を聴取し、質疑を行った。その後、

同法律案が付託された法務委員会で、同

21日に趣旨説明を聴取し、同日より質疑

を行った。同26日には自民、公明及び維

新が共同で提出した修正案の趣旨説明を



聴取し、同27日に修正案も議題に含め質

疑を行った。同日に質疑を終局した後、

原案及び修正案について討論を行い、採

決の結果、修正議決すべきものと決定し

た。

11月27日の本会議において、同法律案

は討論の後、修正議決され、参議院に送

付された。

参議院では、11月28日の本会議におい

て、趣旨説明を聴取し、質疑を行った。

その後、同法律案が付託された法務委員

会で、同29日に趣旨説明及び衆議院にお

ける修正部分の説明を聴取し、同日より

質疑を行った。12月４日には、11月29日

に提出された「外国人労働者等の出入国

及び在留の適切な管理に関する法律案」

（参第69号）の趣旨説明を聴取し、同日

より、閣法第１号及び参第69号を一括し

て議題とし質疑を行った。12月８日に、

閣法第１号について質疑を終局した後、

討論を行い、採決の結果、可決すべきも

のと決定した。

12月８日の本会議において、閣法第１

号は、討論の後、可決され、成立した。

４ その他

（１）国会同意人事案件

今国会に提出された５機関13名の国会

同意人事案件は、両議院の同意を得た。

（２）情報監視審査会

12月６日の審査会において、審査会の

調査及び審査の経過及び結果に関する平

成29年年次報告書を議決し、議長に提出

した。その後、同10日の本会議において、

会長が同報告書の概要等について、報告

を行った。


